
電話

（第 5 章）

（第 1 節）

（第　 2

確認申請（件）

道（石狩支庁）の所管事務

市の所管事務

（　）内は民間確認の内数

活動指標①

活動指標②

活動指標③

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　 意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよう
な状態にしたいの
か）

節
施策

18
年
度
ま
で

19
年
度

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※団体補助
等の場合は
その補助金
による団体の
活動内容を
記載）

根拠法令等

１　計　画　（プラン）

建築基準法、ハートビル法（道条例、市福祉環境整備要綱含む）

平成19年6月

建築主、事業主、建築物

　建築基準法に基づき、関係法を含めて適合しているかの審査及び検査を行い、適正な
建築、違反建築物の未然防止を図る。

210

作成日

市街地整備

内線６５３

課長職名事務区分

高い都市機能をもち、活力あふれるまち

部長職名■自治事務　　■法定受託事務　 高橋通夫

　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

右城君彦

整理番号 ２６－２ 作成部署 建設部建築課
　　　　（建築指導事務）

建築基準法に基づく事務
事務事業名

　平成19年度事務事業評価調書（継続用）　　　　北広島市

快適な都市空間の形成

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

（同上）

施策）

章

別紙１

S５３

直接事業費

210

地方債

一般財源

229

国支出金

9,000

その他特財

17年度（決算）

1.49 1.25

229 220

220

0

計４６０ 計４０１

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

６７（不明） ４８（不明）

１８０(不明）

件 １３７（４５） １０６（４５）

３２３(１０９） ２９５(１２４）

9,000

0

11,010

1.20

9,000

0

9,000

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
17年度

指　　　　　標　　　　　値

18年度単位 20年度（目標）19年度（目標）

　総　事　業　費 ①＋④ 13,639 11,470

区　　　　分

人 　件 　費
（概算）

道支出金

①合　計

②人　数（年間）

19年度（予算） 20年度（予定）18年度（決算）

（単位：千円）【事業費の推移】

２　実　施　（ドゥ）

設定できない

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③ 11,25013,410 10,800

同左

設定できない 同左

同左
成果指標

（目的の達成
度を測るもの

さし）

【指標の定義（算式等）】

代替指標

【指標の定義（算式等）】

成果指標① 道の完了検査

成果指標② 市の完了検査

件

１６３(不明）

設定できない

件

･建築確認申請等市の所管する事務の審査、検査、許可等の事務及び北海道（石狩支
庁）の所管する事務の受付進達事務

・建築基準法や条例等に違反している建築物や建築主等に対しての違反行為の是正



□

□

□

■

□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合
□休・廃止
□終了

□終了

社会情勢の変化に伴う市民ニーズに対応した適切
な建築行政を進める。違反建築物の是正について
は、今後も関係機関と連携し検査済証交付率の向
上を図るとともに、市内全域を対象にパトロール
の強化に努める。

【１次評価】

□拡大重点化
■現状継続
□見直し

事務事業担当部局の
総合判定

□拡大重点化

□統合

今後の方向性

行財政構造改革推進
本部の総合判定

１次評価のとおり

　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

外部評価委
員会の総合

判定

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止

　建築行政事務は、建築基準法に基づく建築確認
申請の審査・検査等の法定受託事務を始め違反建
築物の是正、耐震化の促進、住宅相談など客観的
な視点から処理しなければならない業務であるこ
とから行政関与は不可欠である。

　法改正に伴う適正な執行を図るため講習会等の
出席や他市との情報交換などにより、建築行政知
識の向上が図られている。

民間活力の
活用性評価
（事業担当部
局が評価）

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

　必要最小限度の予算で、適切な業務の執行が図
られている。

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
ないか。

　確認申請の審査・検査等の手数料は条例で定め
ており、他市の手数料額とほぼ同額である。

評点区分

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

[※参考]

前年度の
２次評価

　判　　　　定

現状維持

今後の方向性

今後の方向性（課題と解決方法等）

　
　確認申請の審査及び完了検査については、更に民間確認機関による実務を推進していく。
　また、違反建築の是正については、検査済証がないと将来の増改築際の確認申請時に不
利なることや売買時に次に購入する方が住宅ローンが組めないなど問題点を市中銀行と連
携を図り建築主等に指導・啓発を通して、検査済証交付率の向上を図るとともに，市内全域
を対象にパトロールの強化に努める。

■現状継続
□見直し

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか（同じ経費でもっと効率
的な方法はないか）

妥
当
性

3

3

有
効
性

効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥
当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公
益性の度合）

3

３　評　価　（チェック）

公
平
性

整理番号 ２６－２

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　　■有　　　　　□無法律で実施が義務付けられている事務事業か

4

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達
成度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段
有効度合）


